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校 長 室 か ら 

 長崎県公立高等学校PTA連合会の総会で、『消費者としての自立と課題 ～保護者として知っておくべきこ

と～』というタイトルで研修会が行われました。大切なことは、困ったらすぐに相談することだそうです。 

 ◎消費者トラブルに巻き込まれてしまったら 消費者ホットライン「188」に電話する！ 

 【親の同意が不要】 

 ・親権者の同意を得ずに一人で有効な契約を結ぶことができる。（携帯電話、アパート、車のローン、クレ   

  ジットカード、就職など） 

 ・男女ともに結婚開始年齢が18歳になり、親の同意が不要となる。 

 【契約責任】 

 ・「未成年者取消権」の消滅に伴い、一旦契約した事案について、「支払いに関するすべての責任を負わな  

  ければならない」 

 Q1 お店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できるか？ 【解約できない】 

 ※レシートがあれば、１週間以内ならば、開封していなければというのは、お店のサービスであり、お店は  

  返金する義務はない。 

 Q2 街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、断れなくて１０万円の絵画の契約をしてしまった。   

   この契約、クーリング・オフはできる？ 【８日以内であれば、可能】 

 ※特定商取引法 「契約は守らなければならない」が原則だが、消費者トラブルになりやすい取引について 

  は、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがある。 

  ネット・ショッピングの場合は、クーリング・オフができません。 

 【18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル10選】 

・美容関連（エステ 美容医療）   ・もうけ話（副業、情報商材、暗号資産、マルチ商法）  

・定期購入（健康食品、化粧品、サブスクリプション）  ・出会い系（サイト、マッチングアプリ） 

・借金、クレカ（借金利用誘導、無理な利用、リボ払い） ・SNSきっかけ（誇大広告、相手からの勧誘）  

・仕事関連（就活商法、オーディション商法）      ・新生活関連（賃貸契約、電力契約）  

・異性恋愛（デート商法）      ・通信契約（スマホ、ネット回線） 

 【10代の若者にとっての信頼できる情報源 2021.9調査】 

・男性 １位：親 ２位：Google   ３位：自分の考え     ４位：大学・研究機関 

・女性 １位：親 ２位：自分の考え ３位：同年代の知人・友人 ４位：Twitter 

 

 18歳以上であることを確認して声を掛け、「未成年者取消権」を使わせないようにしたり、クーリング・オ

フの対象であることを告げないで契約したりする悪意ある勧誘もあります。また、スマホの分割払い契約は

ローン契約なのですが、安易な気持ちで延滞してしまい、長期にわたりクレジットカード作成やローン契約が

困難になるケースもあるそうです。 

 10代にとって、親が最も信頼できる情報源というのですから、親御さんを含め周りの大人が消費者トラブル

について正しい知識を得ることが必要です。 



８月 

 3日(水) 登校日 

 4日(木) オープンスクール        

   9日(火) 平和学習 

 10日(水)～15日(月) 学校閉庁日 

９月 

 １日（木） ２学期始業式 

        基礎力診断テスト 

        （１・２年生） 

１６日（金） 後期専門委員会、就職試験開始日 

２２日（木） 考査時間割発表 

２９日（木）～１０月３日（月） ２学期中間考査 

〈ソフトテニス部〉 

 県高校選手権島原大会（８/２７，２８） 

 地区新人大会（９/１７，１８） 

〈野球部〉 

 九州高校野球長崎県大会（９/１７，１８） 

〈サッカー部〉 

 全国高校サッカー選手権 県北地区予選 

 （８/８，１６，２０） 

８・９月の主な行事予定 

長 崎 県 高 校 野 球 ３ 年 生 学 年 旅 行 

２ 年 生 職 場 体 験 

 ７月８日（金）長崎県高校野球大会１回戦が佐世保

球場で行われました。西彼杵高校との試合で０対１０

で敗退しました。佐世保商業、上対馬高校との合同

チームでの出場とでしたが、部員たちは力を尽くし自

分達らしい楽しい野球ができました。応援ありがとう

ございました。 

 昨年度、新型コロナウイルス感染拡大のため実施が

出来なかった修学旅行の代替企画として、７月１４日

（木）～１６日（土）福岡・熊本方面への学年旅行を

実施しました。３日間の日程をとおして、生徒たちは

日本の自然や歴史・文化に大いに触れ、他県の雰囲気

を十分に感じることができました。学年旅行で学んだ

ことや体験したことが、今後の学校生活に生かされる

ことを期待します。 

 ７月１３日（水）～１５日（金）、平戸市内の１０

事業所にご協力いただき、２年生の職場体験を実施し

ました。働くことの意義や希望する職種の専門性な

ど、学校では得られない多くのものを学んだようで

す。自らの進路を考える有意義な体験となりました。 

おにいちゃん！！ 

絵本読んで～～！ 


